
市民の皆様へ

当法人は平成30年1月1日~平成30年12月31日、平成31年1月1日~令和元年12月31日、

令手吃年1月1日~令不吃年12月31日、及び令和3年1月1日~令矛昭年12月31日にかかる事

業報告書等が期限内に提出されていません。

つきましては、『神戸市における「NP0法の運.用方針」』により市民への説明を下

記のとおり実施します。 、

事業報告書等の未提出に係る説明について(説明文書)

特非活第20器号・001

令和5年1月10日

記

1.説明する内容

「事業報告書等の未提出理由」及び「今後の提出の予定」

(1)事業報告書の未提出理由

事務管理上の責任(理事長の管理責任)

(2)今後の提出の予定

最終期日令和5年2月28日

2.「説明」の方法

認証申請者の当該NP0法人の事務所(当事務所)に説明文書を備え置き、誰も

が閲覧できるようにしました。

当該NP0法人の事務所

神戸市兵庫区下三条町3-20

特定非営利活動法人ひまわり

理事長久保田智万

特定非営利活動法人ひまわり

理事長久保田智万佃即り券゛
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